
越生町水道課（大満浄水場） 292－3002

漏水調査の様子

【漏水の管理区分】
一次側 （水道メーターボックスより道路側）

漏水修理は水道課で行いますので、水道課へ
連絡してください。

二次側 （水道メーターボックスより宅地側）
漏水修理はお客様の負担になりますので、指
定給水装置工事事業者へ連絡してください。

※給水工事店の一覧は、ＨＰに掲載しています。

それ、もしかして漏水かも？
近年、水道管の老朽化に伴う漏水の多発が懸念され
るなか、水道課では漏水による損害を最小限に抑える
ため、定期的に漏水調査を実施しております。
しかしながら、町内すべての漏水箇所を把握するこ
とは非常に困難です。
そのため、町民の皆さまにおかれましては、日常生
活において、次のような異変を発見された場合は、す
ぐに水道課へ連絡してください。
①晴れているのに道路が常に湿っている。
②自宅の水道の水圧が弱くなってきた。
③側溝にきれいな水が流れている。
※24時間、電話対応をしておりますので、ご協力をお
願いします。
【漏水を放置すると…】
・貴重な水資源の損失
・周辺地域の断水、水没のリスク
・道路の陥没・水没のリスク
など多くの損害があります！

水道管から漏水している状況

まちづくり整備課 新エネルギー対策担当 ０４９－２９２－３１２１（内線１５７）

『6th day カーボンニュートラル～inおごせ～』
６月の目標は【省エネルギー住宅】

～住まいの工夫を通して、環境問題に貢献しましょう～

広報おごせでは毎月、『6th day カーボンニュートラル～in おごせ～』
として、そのテーマをお知らせし、町民の皆さまが日々の暮らしの中
で実践できる環境行動を紹介しています。

6th day
カーボンニュートラル
（越生町HP）

カーボン（炭素）の原子番号
6番にちなみ、「毎月 6日は環
境のことを考えて生活する日」
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土地をお持ちのみなさんへ
○雑草は、5月に入ると急速に生長が始まり、梅雨の時期に栄養を蓄え、夏に向けて大きく生長し、10
月頃まで繁茂し続けます。このため年 1回の除草では十分ではありません。
雑草の種類や生長に応じて、年 2回以上の除草が必要です。

○ご自身で除草ができない場合は、専門業者などにお願いしてください。
○土地が管理されておらず、草が繁茂していると、ごみなどが捨てられてしまう可能性があります。捨
てられたごみをそのまま放置すると、次々にごみが捨てられてしまいます。
捨てられたごみは、その土地の所有者が管理責任として処理しなければなりません。
所有地の定期的なパトロールや看板の設置など適正な管理を行ってください。

道路上から張り出している樹木等の管理について
○私有地から道路上に樹木や草が張り出していると、歩行者の通行に支障をきたすほか、見通しが悪
くなり、交通事故の原因にもなります。
私有地から、張り出している樹木等は土地所有者のも
のです。張り出している枝などで事故や怪我をされた
場合は、その土地の所有者に損害責任が発生する場合
があります。（民法第 717条・道路法第 43条）
適正な土地の管理をお願いいたします。

まちづくり整備課 環境管理担当
内線 153・156

景観樹木等の指定候補を募集します
町では、多くの町民に愛され親しまれている
樹木および樹林で、その景観が優れ、町民生活
に潤いを与えているものを、「景観樹木等」とし
て指定しています。
主な指定基準
・樹木又は樹林を保存する必要があると町長が
認めるもの。
・（景観樹木の場合）高さが 15メートル以上
・（景観樹林の場合）概ね2ヘクタール以上であ
るもの。
※その他指定基準あり。審査を経たうえで、指
定の決定を行います。

私有地の適正な管理について

生けがきを設置する方に補助金を交付します
町では、地域の緑化を推進するため、生けが

きを新たに設置する方に補助金を交付していま
す。
補助対象（抜粋）
・生けがきは道路または隣地境界線に3メート
ル以上沿っていること。

・樹高はおおむね地上 1．5メートル、樹幅はお
おむね 50センチメートルであること。

・生けがきの前面の構造物の素材が、石やコン
クリートブロック等の場合は、構造物の地上
高が 60センチメートル以下であること。

補助金額
経費の 2分の 1の額とし、3万円を限度とし

ます。

まちづくり整備課 新エネルギー対策担当 内線 157

292-3121　 292-5400　 webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！
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